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東日本大震災又は平成２８年熊本地震により被災された 

山形大学学部入学志願者の検定料の免除について 
 
山形大学（以下「本学」という。）では，東日本大震災又は平成 28 年熊本地震（以下「震災等」

という。）で被災された方の経済的負担を軽減し，受験機会を提供するために，平成 31 年度学部
入学者選抜試験に係る検定料について，次のとおり免除の特別措置を講じます。 
 

１ 免除対象となる入学者選抜試験 
 本学が実施する平成 31 年度学部入学者選抜（一般入試，ＡＯ入試，推薦入試，社会人入試及
び私費外国人留学生入試を対象。）とします。 
 

２ 対象者 
 平成 31 年４月に本学の学部に入学を志願する方で，震災等により被災し，次のいずれかに該
当される方を対象とします。 
（１） 志願者の学費を主として負担する者（以下「学資負担者」という。）が震災等に際して

災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用された市町村（東京都を除く。）に居住（東
日本大震災にあっては平成 23 年３月 11 日，平成 28 年熊本地震にあっては平成 28 年４
月 14 日において当該市町村に居住していた者を含む。）し，家屋等が全壊又は大規模半
壊の被害を受けた者 

（２） 学資負担者が震災等により死亡又は行方不明の者 
（３） 学資負担者が震災等により失職した者 
（４） 福島第一原子力発電所の事故の際に，帰還困難区域，居住制限区域，避難指示解除準

備区域（いずれも平成 29 年４月１日時点で指定されている区域）に居住していた者 
 

３ 本件に関する申請方法等 
  詳細は，本学ホームページ「入試案内」又は「受験生の方」でご確認願います。 
  https://www.yamagata-u.ac.jp/jp 
  お問合せ先：山形大学エンロールメント・マネジメント部ＥＭ企画課 
          TEL（023）628-4700 
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